
議案第 103号

平成 28年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算 (第 3

号)について

平成 28年度おいらせ町の公共下水道事業特別会計補正予算は、次に

定めるところによる6

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2, 667千円を減

額 し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 162, 613千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正 )

第 2条 地方債の変更は、「第 2表地方債補正」による。

平成 28年 12月 1日  提出

おいらせ町長 三 村 正太郎



第 1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入 、
(単位 :千円)

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

5繰 入 金 640,274 11,633 651,907

1-般会計繰入金 640,274 11,633 651,907

8町 債 357,000 ∠ゝ 14,300 342,700

1町 債 357,000 ∠ゝ 14,300 342,700

歳 入
△ 計 1,165,280 ∠ゝ 2,667 1,162,613



出二戚 (単位 :千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1総 務 費 213,936 213,951

1総務管理費 213,936 213,951

2事 業 費 158,861 ∠ゝ2,682 156,179

1建設事業費 158,861 ∠ゝ 2,682 156,179

3公 債 費 785,483 785,483

1公 債 費 785,483 785,483

二戚 出
△ 計 1,165,280 ∠ゝ 2,667 1,162,613

■



第 2表  地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的

ネ甫 正 ユ削 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の方 法 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法

馬淵川流域下水道事業債

千 円

52,300

証 書借入

年 3.5%以内
I(ただし、利率

見直 し方式で

借入れる場合、

利率の見直 し

を行 つた後 に

おいては、当該

見直 し後の利

率)

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行

.そ の他の場合にはその

債権者 と協定するもの

による。ただし、町財政

の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、

又は繰上償還もしくは

低利に借換えすること

ができる。

千 円

49,600

証 書 借 入

年 3.5%以内

(ただし、利率

見直 し方式で

借入れる場合、

利 率の見直 し

を行 つた後 に

おいては、当該

見直 し後 の利

率)

政府資金については、そ

の融資条件により、銀行

その他の場合にはその

債権者 と協定するもの

による。ただし、町財政

の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、

又は繰上償還もしくは

低利に借換えす ること

ができる。資 本 費 平 準 化 債 249,700 238,100

‐


